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北本市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 北本市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 
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北本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

                     

 北本市国民健康保険税条例（昭和４６年条例第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２６条第１項中「第２章」の次に「（第８条を除く。）」を、「第

３章」の次に「（第１４条を除く。）」を加える。 

 附則第１６項中「附則第４４条の２第３項」を「附則第４４条の２第

４項及び第５項」に、「第３６条」を「第３５条第１項」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の北本市国民健康保険税条例（以下「新条例」という。）第

２６条第１項の規定は、この条例の施行の日以後にする同項に規定す

る行為について適用し、同日前にした改正前の北本市国民健康保険税

条例第２６条第１項に規定する行為については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１６項の規定は、平成２６年度以後の年度分の国民健



康保険税について適用する。 
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議案第４１号参考資料 

 

北本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

（下線は改正部分） 

現             行 改      正      案 

（北本市行政手続条例の適用除外） 

第２６条 北本市行政手続条例（平成１０年条例第３４号）

第３条又は第４条に定めるもののほか、この条例又はこの

条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使

に当たる行為については、北本市行政手続条例第２章及び

第３章の規定は、適用しない。 

 

２ 略 

 

附 則 

１～１５ 略 

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡

期限の延長の特例） 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第４４条の２第

３項の規定の適用を受ける場合における附則第４項（附則

第５項において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、附則第４項中「第３６条」とあるのは「第３６条

（北本市行政手続条例の適用除外） 

第２６条 北本市行政手続条例（平成１０年条例第３４号）

第３条又は第４条に定めるもののほか、この条例又はこの

条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使

に当たる行為については、北本市行政手続条例第２章（第

８条を除く。）及び第３章（第１４条を除く。）の規定は、

適用しない。 

２ 略 

 

附 則 

１～１５ 略 

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡

期限の延長の特例） 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第４４条の２第

４項及び第５項の規定の適用を受ける場合における附則

第４項（附則第５項において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、附則第４項中「第３５条第１項」と
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（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律（平成２３年法律第２９号）第１１条の６

第１項の規定により適用される場合を含む。）」と、「同法」

とあるのは「租税特別措置法」とする。 

あるのは「第３５条第１項（東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律

第２９号）第１１条の６第１項の規定により適用される場

合を含む。）」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」

とする。 
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